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令和7年5月1日現在
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１９６（＋１）
274.22k㎡
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令和6年度下半期財政状況の公表…………
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お知らせ………………………………………
奈良健康情報ほか……………………………
診療所だより…………………………………
労働保険制度更新のご案内ほか……………

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

主な内容
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税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【6月2日】

・固定資産税 第1期

ご存じですか？
国民年金基金
　国民年金基金は、国民年金（老齢基礎年金）に上乗せする公
的な年金です。
　自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者で保
険料を納めている20歳以上60歳未満のかたが加入できます。
　また、60歳以上65歳未満の方や海外に居住して国民年金に
任意加入しているかたも加入できます。
　受け取る年金額は加入時に確定するので、将来の生活設計を
たてることができます。
　掛金は希望する年金の型・口数・年齢・性別で決まり、加入
後も変更できます。
　年末調整や確定申告の際、社会保険料として全額が所得から
控除され、受け取る年金にも公的年金等控除が適用されます。

事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内
事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内

令和7年度 労働保険 (労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、

6 月 2日（月）から 7月 10日（木）です。
期間中の申告・納付をお願いします。

電子申請の利用又は郵送による提出が可能です。

※令和 7 年 4 月 1 日付で、雇用保険率が改定されています
　ので、令和 7 年度概算保険料算定時はご注意ください。

奈良労働局総務部 労働保険徴収室
TEL 0742-32-0203

または、
管轄労働基準監督署・ハローワーク ( 公共職業安定所 )

全国国民年金基金　近畿支部
フリーダイヤル　0120－65－4192



■一般会計予算の収入・支出状況（令和5年度繰越明許費は含みません。）

■一般会計予算の科目別収入・支出状況（令和5年度繰越明許費は含みません。）

《一般会計》（グラフ②）歳出

収入状況

（グラフ①） 歳入

1,200,000

900,000
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0
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千
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村　税
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90,378
111.7%  
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59,406
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26,076
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1,000,139
987,231
98.7%

161,087
50,898
31.6%

68,426
19,025
27.8%

152,330
152,330
100.0%

100,573
248,500
247.1%

258,100
0

0.0%

51,659
23,967
46.4%

18,701
19,552
104.6%

25,938
25,629
98.8%

予算現額（千円）
収入済額（千円）
収入割合

繰入金 繰越金 村　債諸収入寄附金地　方
譲与税

議会費 総務費 民生費 衛生費 土木費 消防費 教育費 公債費農林水産
商工費

災　害
復旧費

予備費
ほ　か

各　種
交付金

地　方
交付税

国　庫
支出金

県
支出金

使用料及び
手数料ほか

　村民の皆様に財政状況をお知らせし、村政に対するご理解とご協力を
いただくため、村の「財政状況」を公表しています。
　令和6年度下半期（１０月～３月）の予算の執行状況の概要をお知らせ
します。

予算現額
収入済額

支出状況
700,000

525,000

350,000

175,000

0

（
千
円
）

31,121
29,548
94.9%

563,163
449,838
79.9%

198,025
132,750
67.0%

106,642
98,725
92.6%

370,341
245,480
66.3%

239,559
177,088
73.9%

114,809
82,222
71.6%

160,051
114,217
71.4%

7,872
0

0.0%

204,424
204,313
99.9%

2,001
1

0.1%

予算現額（千円）
支出済額（千円）
支出割合

予算現額
支出済額

未収入額
295,016千円
14.8％

収入済額
1,702,992千円

85.2％

予算現額
19億9,800万8千円

未支出額
463,826千円
23.2％

支出済額
1,534,182千円

76.8％

予算現額
19億9,800万8千円
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■
一
般
会
計
歳
入（
グ
ラ
フ
①
）

　
一
般
会
計
の
歳
入
は
、3
月
末

の
収
入
済
額
が
17
億
2
9
9
万

2
千
円
で
、予
算
に
対
し
て
85
・
2

％
の
収
入
割
合
と
な
っ
て
お
り
、

前
年
度
同
期
と
比
べ
て
3
・
9
％

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

■
一
般
会
計
歳
出（
グ
ラ
フ
②
）

　
一
般
会
計
の
歳
出
は
、支
出
済

額
が
15
億
3
，4
1
8
万
2
千
円

で
、予
算
に
対
し
て
76
・
8
％
の
支

出
割
合
と
な
っ
て
お
り
、前
年
度

同
期
と
比
べ
て
6
・
8
％
高
く
な

っ
て
い
ま
す
。

■
村
税（
グ
ラ
フ
③
）

　
村
税
収
入
は
、9
，0
3
7
万

8
千
円
で
、
予
算
に
対
し
て

1
1
1
・
7
％
の
収
入
割
合
で
、前

年
度
同
期
と
比
べ
て
10
％
高
く
な

っ
て
い
ま
す
。村
税
の
66
・
6
％
が

固
定
資
産
税
、29
・
8
％
が
村
民

税
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
村
債
・
基
金（
表
①
・
②
）

　
村
債
残
高
は
、令
和
6
年
度
末

現
在
高
見
込
み
25
億
6
，5
6
9

万
1
千
円
で
、前
年
度
末
と
比
べ

て
8
，2
0
6
万
9
千
円
増
加
す

る
見
込
み
で
す
。

　
基
金
は
令
和
6
年
度
末
現
在

高
見
込
み
21
億
6
，4
4
8
万
9

千
円
で
、前
年
度
末
と
比
べ
て
1
，

1
3
2
万
8
千
円
増
加
す
る
見

込
み
で
す
。

　
厳
し
い
財
政
状
況
で
す
が
、

健
全
財
政
に
向
け
て
努
力
し
て
い

ま
す
。

■
特
別
会
計（
表
③
）

　
特
別
会
計
の
収
入
済
額
は
、合

計
1
億
6
，3
4
7
万
7
千
円

で
、58
・
4
％
の
収
入
割
合
と
な
っ

て
お
り
、前
年
度
同
期
と
比
べ
て

13
・
8
％
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
支
出
済
額
は
、合
計
1
億
8
，

5
8
1
万
5
千
円
で
、66
・
4
％
の

支
出
割
合
と
な
っ
て
お
り
、前
年

度
同
期
と
比
べ
て
8
・
6
％
低
く

な
っ
て
い
ま
す
。

■村債の現在高（表①）

■基金の現在高（表②） ■村税収入の状況（3月末現在）（グラフ③）

■特別会計予算の収入・支出状況（表③）（令和5年度繰越明許費は含みません。）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

令和6年度
下半期

 2,307,942

 159,306

 16,374

 2,483,622

一 般 会 計

簡易水道事業会計

国保診療所特別会計

総　　　　 計

区 　 分

区 　 　 　 分 予 算 現 額
令和6年3月末現在

収入済額（収入割合） 支出済額（支出割合）

積 立 基 金

運 用 基 金

総   　 計

 2,114,112

 39,049

 2,153,161

 163,657

 1

 163,658

 152,330

 0

 152,330

 2,125,439

 39,050

 2,164,489

 232,500

 51,800

 7,000

 291,300

 197,701

9,700

 1,830

 209,231

 2,342,741

201,406

 21,544

 2,565,691

令和5年度末
現在高

令和5年度末
現在高

令和6年度末
現在高見込み

令和6年度末
現在高見込み元金償還額発行額

とりくずし額積立額

令和6年度中増減額見込み

令和6年度中増減額見込み

会  計  名

国 民 健 康 保 険

国 保 診 療 所

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

合     計

 73,965 

 71,905 

 114,925 

 19,203 

 279,998 

 46,446(62.8%) 

 24,458(34.0%)  

 84,355(73.4%)  

 8,218(42.8%)  

 163,477(58.4%)  

 36,226(49.0%)  

 57,342(79.7%)   

 78,607(68.4%)   

 13,640(71.0%)   

 185,815(66.4%)   

村たばこ税 1,286千円
1.4％軽自動車税

1,979千円
2.2％

固定資産税
60,169千円
66.6％

村民税
26,944千円

29.8％

村　　税
収入済額

9,037万8千円
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村の出来事Topics

　4月26日（土）、大台ヶ原ドライブウェイ
開通に伴い、登山者をはじめ大台ヶ原を訪れ
る方々の安全を祈願する「山開き」が大台ヶ
原山祭り協賛会により行われました。
　奈良交通バスの大台ヶ原行き第１便を利用
された登山客が見学される中、大台ヶ原山祭
り協賛会による神事が行われ、大台ヶ原関係
者などが玉串を奉納しました。

　5月11日（日）、「第10回大台ヶ原マラソンin
かみきた」が開催されました。
　170名のエントリーがあり、当日は146名の選
手が参加しました。
　スターターは「やまゆり学園」の８年生、近野
千鶴さんが務め、午前８時のスタートの合図とと
もに選手たちは一斉に飛び出しました。
　気候もよく走りやすい日でしたが、自転車レー
スでもお馴染みの難所である林道辻堂山線の「激
坂区間」は選手たちを苦しめました。
　ゴール後、「激坂区間になってから初めて走っ
たけど、すごかった」「暖かい拍手や名前を呼ん
での応援に元気づけられた」などの声が聞かれま
した。

大台ヶ原山開き 大台ヶ原山開き 

大台ヶ原マラソン大台ヶ原マラソン
inかみきたinかみきた

第10回

4
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臨
　
時
　
議
　
会

臨
　
時
　
議
　
会

　
５
月
１
日
（
木
）
の
臨
時
議

会
に
お
い
て
、
次
の
報
告
３
件
、

議
案
１
件
が
審
議
・
審
査
さ
れ
、

原
案
ど
お
り
承
認
・
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

専
決
処
分
事
項
の
報
告

①
令
和
６
年
度
上
北
山
村
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

　
令
和
７
年
度
に
繰
り
越
し
て

使
用
す
る
令
和
６
年
度
一
般
会

計
繰
越
明
許
費
に
お
い
て
、
副

読
本
作
成
委
託
事
業
1
9
8
万

円
を
追
加
し
、
林
道
備
後
川
線

無
名
橋
4
橋
梁
補
修
事
業
の
金

額
を
5
7
1
万
円
か
ら
5
4
1

万
円
へ
変
更
、
原
口
住
宅
新
築

事
業
の
金
額
を
4
，
5
6
1
万

円
か
ら
2
，
9
3
3
万
円
へ
変

更
す
る
補
正
で
す
。

②
上
北
山
村
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
、
そ
の
他
の
関
係
す
る

法
律
、
施
行
令
及
び
政
令
等
が

公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
村
税

条
例
の
一
部
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

③
令
和
7
年
度
上
北
山
村
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）

※
1
8
6
万
4
千
円
の
追
加

　
林
道
辻
堂
山
線
に
お
い
て
路

面
の
破
損
が
確
認
さ
れ
、
安
全

な
通
行
が
確
保
で
き
な
い
こ
と

か
ら
、
早
急
に
補
修
工
事
を
発

注
す
る
必
要
が
あ
り
1
8
6
万

4
千
円
追
加
す
る
も
の
で
す
。

議
案

①
令
和
7
年
度
上
北
山
村
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）

※
58
万
8
千
円
の
追
加
　

　
民
生
費
に
お
い
て
77
歳
を
迎

え
る
方
へ
支
給
す
る
敬
老
祝
金

の
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
伴
い

6
万
5
千
円
の
追
加
、
衛
生
費

に
お
い
て
新
た
に
ス
ズ
メ
バ
チ
等

駆
除
費
補
助
金
を
創
設
す
る
こ

と
等
に
よ
り
52
万
3
千
円
を
追

加
す
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
議
長
、
副
議
長
、
各

委
員
会
の
構
成
が
次
の
と
お
り

決
ま
り
ま
し
た
。

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

【
令
和
7
年
5
月
1
日
現
在
】

■
議
　
長
　
小
松
　
広
一

■
副
議
長
　
森
脇
　
郁
雄

■
議
会
運
営
委
員
会

　　
委 

員 

長
　
岩
本
　
泉
治

　　
副
委
員
長
　
福
西
　
敏
久

　　
委
　
　
員
　
原
口
　
清
隆

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
金
山
　
進
英

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
森
脇
　
郁
雄

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
小
松
　
広
一

■
総
務
常
任
委
員
会

　　
委 

員 

長
　
森
脇
　
郁
雄

　　
副
委
員
長
　
金
山
　
進
英

　　
委
　
　
員
　
原
口
　
清
隆

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
小
松
　
広
一

■
経
済
常
任
委
員
会

　　
委 

員 

長
　
福
西
　
敏
久

　　
副
委
員
長
　
原
口
　
清
隆

　　
委
　
　
員
　
岩
本
　
泉
治

　　
　
　
　
　
　
森
脇
　
郁
雄

■
上
下
北
山
衛
生
一
部

　
　
　
　
事
務
組
合
議
会
議
員

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
森
脇
　
郁
雄

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
福
西
　
敏
久

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
原
口
　
清
隆

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
金
山
　
進
英

■
監
査
委
員

　
　
　
　
　
　
福
西
　
敏
久

■
南
和
広
域
医
療
企
業
団
議
会
議
員

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
金
山
　
進
英

令
和
7
年 

第
１
回

5

広　報 かみきたやま



スズメバチ等駆除費用の補助制度について

ハチの巣駆除用防護服・殺虫剤の貸出について

　スズメバチ等の巣を駆除業者に委託して駆除された方に、その駆除費用に対する補助金を交付します。
　なお、村では個人の所有地や管理地にあるハチの巣駆除は行なっておりません。直接駆除業者（有料）に
依頼などして駆除してください。

　上北山村内においてスズメバチ等の営巣している建物・土地の所有者・使用者又は管理者で、駆除業者に
よりスズメバチ等の巣を駆除された方。

補助対象者

　補助金額は、補助対象経費の２分の１（100円未満切捨て）で、その額が15,000円を超えるときは、
15,000円を上限とします。
　ただし、駆除を行なうために建築物等の一部を破壊する必要が生じた場合の費用や、その復旧に係る費用
は対象としません。

補助金額

　白川　森ノ内圭治さん 連絡先090-1444-9623（駆除対応）
　又は、奈良県ペストコントロール協会 連絡先0742-23-7312（駆除業者の紹介）

駆除業者について

　スズメバチ及びミツバチ

補助対象となるハチ

　スズメバチ駆除を行うことを住民課まで申し出たうえで、駆除した日から30日以内又は駆除を実施した年
度の３月末日までのいずれか早い日までに、次の書類を提出して下さい。
●上北山村スズメバチ等駆除費補助金交付申請書
●駆除費用の明細が記載された領収書の写し
●駆除前及び駆除後の写真各１枚（営巣が分かるものに限る）。ただし、屋内にある営巣等で、写真撮影が
困難なときは不要です。

　上北山村内において、ご自身でハチの巣の駆除を行なわれる場合、防護服を役場
住民課にて無料でお貸しします。
　利用を希望される方は、事前に電話等でお問合せの上、申請書の提出をお願いし
ます。
　また、駆除用殺虫剤が必要な方は１本につき1,560円（令和7年4月1日現在）でご利用いただけます。
　スズメバチに関しては、駆除に危険が伴うため、駆除業者に依頼することをお勧めします。

補助金申請方法
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年金だより

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基
礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　所得が少ない、失業、事業の廃止(廃業)などの理由で保険料を納付することが困難な場合に
は、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」が
ありますので、住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続
きをお願いします。

支給対象者
　戦没者等の死亡時の遺族で、令和7年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がい
ない場合に、次の順番による遺族1人
1　令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2　戦没者等の子
3　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順
番が替わります。

４ 上記1～3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支 給 内 容　額面27万5,000円、5年償還の記名国債

請 求 期 間　令和10年3月31日まで

窓　　　口　役場住民課　3-0223

※050から始まる電話番号でおかけになる場合は

03－6700－1165
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご利用ください。

〈受付時間〉
月　曜　日　午前8：30～午後7：00
火～金曜日　午前8：30～午後5：15
第２土曜日　午前9：30～午後4：00

TEL：０５７０－０５－１１６５

URL:https://www.nenkin.go.jp

戦没者等のご遺族の皆様へ

第12回特別弔慰金が支給されます

おい めい
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女
性
の
権
利
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

（
弁
護
士
に
よ
る
臨
時
無
料
電
話
相
談
）

　
左
記
の
と
お
り
、
女
性
の
権
利
一
般

に
関
す
る
無
料
電
話
相
談
を
実
施
し
ま

す
。

　
離
婚
や
家
族
に
関
す
る
問
題
や
労
働

問
題
、
相
続
問
題
、
事
業
の
問
題
、
消
費

者
問
題
、更
に
L
G
B
T
の
こ
と
等
、分

野
を
問
わ
ず
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
。

　
家
族
の
ご
事
情
な
ど
に
よ
り
外
出
し

づ
ら
い
方
に
も
、
お
電
話
で
気
軽
に
相

談
い
た
だ
け
る
機
会
で
す
。

■
日
時
　
６
月
２３
日（
月
）

　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
電
話
番
号

０
７
４
２
‐
２
３
‐
０
２
２
４

（
実
施
当
日
の
み
通
話
可
能
）

■
お
問
い
合
わ
せ

奈
良
弁
護
士
会

０
７
４
２
‐
２
２
‐
２
０
３
５

※
相
談
は
電
話
の
み
と
な
り
ま
す
。

放
送
大
学

10
月
入
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　
放
送
大
学
は
、
2
0
2
5
年
10
月
入

学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。学
ぶ
意
欲

さ
え
あ
れ
ば
15
歳
か
ら
学
べ
、
学
位
も

取
得
で
き
ま
す
。い
つ
で
も
ど
こ
で
も
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
視
聴
で
き
る
授
業
だ

け
で
な
く
、
全
国
に
あ
る
学
習
セ
ン

タ
ー
で
の
対
面
授
業
も
人
気
が
あ
り
ま

す
。

　
ま
た
、
専
門
的
な
分
野
を
よ
り
極
め

た
い
方
の
た
め
に
大
学
院
も
あ
り
ま

す
。

　
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
放
送
大
学
奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー

（
℡
．0
7
4
2
‐
2
0
‐
7
8
7
0
）
ま

で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

■
出
願
期
間

　
第
１
回
が
8
月
29
日
ま
で
、
第
２

回
が
9
月
11
日
ま
で
。

　
よ
り
多
く
の
方
に
入
学
の
機
会
を

提
供
す
る
た
め
、
出
願
期
間
を
２
回

設
け
て
い
ま
す
。教
材
を
受
け
取
れ

る
時
期
な
ど
が
違
っ
て
き
ま
す
の

で
、
第
１
回
で
の
出
願
を
お
勧
め
し

ま
す
。

奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

令和7年度危険物安全週間推進標語危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る

　消防庁では、６月の第２週を危険物安全週間
とし、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓
発を全国的に推進しています。
　令和７年は６月８日（日曜日）から６月14日
（土曜日）です。

６月第２週は危険物安全週間
　私たちの生活における身近な危険物では、ガ
ソリン、灯油などだけでなく、消毒用アルコー
ル、缶スプレーなどの日用品にも火災の危険が
潜んでいます。使用方法、廃棄方法を再確認し
てください。

身近な危険物の取り扱いにご注意ください

令和７年度危険物取扱者試験受験者の皆さんへ

ガソリンや灯油などを炎天下や火の近くに置かない！

●危険物取扱者準備講習会　●危険物取扱者保安講習会
詳細または開催および中止の決定は右記二次元コードへ
（一社）奈良県防災安全協会（0742-81‒9788） 

●危険物取扱者試験　甲種乙種（１～６類）・丙種
詳細または開催および中止の決定は右記二次元コードへ
（一財）消防試験研究センター（0742-32‒5119） 

 

奈良県広域消防組合　
吉野消防署予防課

 0746-32-1011
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署河合駐在所

吉野消防署北山分署
２－０００５

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力送配電㈱高田配電営業所
０８００－７７７－８８１０

国税職員募集のお知らせ国税職員募集のお知らせ
令和７年度税務職員採用試験

2025年度 国家公務員
採用一般職試験（高卒者試験）

●申込受付期間　令和７年６月13日（金）～６月25日（水）
　（申込みは、原則インターネットにより行ってください。）
　インターネット申込専用アドレス
　[https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html]

　人事院では、2025年度国家公務員採用一般職試験（高卒
者試験）を次の通り実施します。

※受験資格等の詳細は、人事院ホームページ「国家公務員
試験採用情報NAVI」

■試験の区分
　事務、技術、農業、農業土木、林業

■申込受付期間
　インターネットにより申し込んでください。
　6月13日（金）～6月25日（水）

■第1次試験      　　 ■試験地
　9月7日（日）　　　　  奈良市ほか

大阪国税局人事第二課（試験係）（☎06-6941-5331）
又は

吉野税務署総務課（0746-32-3385）
（音声案内に従い「２」を選んでください）

●受験資格・試験日などの詳細につ
いては、国税庁ホームページの「
採用情報」をご覧ください。

　国税庁ホームページアドレス
　[https://www.nta.go.jp]

【お申込みはこちら】

人事院近畿事務局　試験第二係　０6－4796-2191

【問合せ先】【問合せ先】

https://www.jinji.go.jp/saiyo.html
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　私たち日本人の平均寿命は伸び続け、女性は90歳にも届きそうな勢いです。一方で、「健康上の問題で日常生
活が制限されることなく生活できる期間」、いわゆる「健康寿命」は、平均寿命よりも約10歳下回っています。
　健康寿命を伸ばすために運動習慣を持つことは、非常に有意義で、子供の頃から運動習慣を持つことが勧めら
れています。生活習慣病の予防、ロコモティブシンドローム（通称ロコモ）の予防に効果的です。
　しかし、一方で、過度な運動による障害にも気を付ける必要があります。
　“疲労骨折”という言葉を聞かれたことはありますでしょうか？普通の骨折は何らかの強い外力を受けること
によって急激になりますが、疲労骨折は、繰り返し受ける過度な負荷によって徐々になります。
　成長期、特に15～16歳で、下肢に多くみられます。走ったり、ジャンプをする競技をしている子供に多くみら
れます。初めのうちは鈍い痛みで練習もできますが、無理に運動を続けていると、徐々に痛みが強くなっていき
ます。普通の骨折のような内出血はありません。
　まずはレントゲン検査を行いますが、レントゲン検査では診断がつかないことも多く、MRI検査やCT検査をし
て初めて診断がついたり、数週間後に再度レントゲンを撮って診断がつくことも多いです。
　治療は患部の安静が基本です。通常はギプス等の固定は必要なく、運動を休止することによって改善します
が、数ヶ月を要することが多いです。その間に痛みが強い場合は、松葉杖を使って負担を減らしたり、足部の疲
労骨折の場合は、足底板という靴の底敷を作成して、足のアーチを支えたりすることもあります。部位によって
は、安静だけでは骨癒合が得られにくく、手術を要することもあります。
　予防は、運動量が過度になっていないかを見直すことが第一ですが、十分な休息、睡眠がとれているか、しっ
かりと栄養がとれているか（朝食を抜いていないか）も見直してください。筋肉や骨が運動をして強くなるの
は、運動で生じた微細な組織の損傷を体が修復してはじめて成されるのです。栄養や睡眠が十分にとれていなけ
れば、傷付くだけで修復されません。また、周りの筋肉、関節が硬い場合は、ストレッチも十分行う必要があり
ます。
　痛みは体の悲鳴です。痛みを感じたら運動を休止、もしくは痛みが出ない程度に運動量を減らすことが大切で
す。その間にストレッチをしっかり行っていけば、再発予防にもなります。
　疲労骨折に至る前であれば数週間の運動休止で済むところを、無理をして骨折に至ると数ヶ月間休まなければ
ならなくなります。また、腰椎の疲労骨折（腰椎分離症）のように、治療開始が遅れて治りきらず、生涯にわた
りリスクを残してしまう場合もあります。
　健康寿命を見据えて、上手に運動をする習慣を子供の頃から付けていただきたいと、切に願います。

奈良県医師会

疲労骨折

高齢者の健康を保持・増進し、生活の質（ＱＯＬ）の向上を図り、健康寿命の延伸を目的とします。

●健診対象者：75歳・80歳・85歳（4月1日現在）の奈良県後期高齢者医療被保険者
●健　診　料：無料
●実 施 期 間：6月1日～1１月３0日
●実 施 方 法：一般社団法人奈良県歯科医師会に属する奈良県の歯科医療機関にて、口腔健診を実施
●口腔健診実施歯科医療機関一覧表：奈良県後期高齢者医療広域連合事業課までお問い合わせください。

口腔健診の申込み方法
口腔健診実施歯科医療機関へ事前ご予約いただき、受診当日に健診券（はがき）※・マイナ保険証、
資格確認書または被保険者証をご持参ください。
※健診券（はがき）は5月下旬に奈良県後期高齢者医療広域連合より健診対象の方へ送付されます。

「お口の健康診査」口腔健診を実施します「お口の健康診査」口腔健診を実施します後期高齢者を対象に

奈良県後期高齢者医療広域連合　事業課　TEL：0744-29-8430

か  し

こつ ゆ ごう

ようつい
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上北山村国民健康保険診療所
医 師 辻 本 凌 悦

109
自
己
紹
介

Vol.

　
こ
ん
に
ち
は
。
診
療
所
所
長

の
辻
本
で
す
。

　
4
月
よ
り
グ
ル
ー
プ
診
療
が

終
了
し
、
休
診
日
の
木
曜
日
以

外
は
全
て
私
が
診
療
に
当
た
ら

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
改
め
て
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
初
め
ま
し
て
の
方
も
多
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
改
め

て
自
己
紹
介
と
、
休
診
日
の
研

修
先
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

●
経
歴

　
橿
原
市
、
五
條
市
で
生
ま
れ

育
ち
、
畝
傍
高
校
、
自
治
医
大

を
卒
業
し
ま
し
た
。
奈
良
県
総

合
医
療
セ
ン
タ
ー
で
2
年
間
研

修
医
を
し
、
南
奈
良
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー
で
1
年
間
総
合
診
療

科
と
し
て
働
き
、
現
職
と
な
り

ま
し
た
。

●
趣
味

　
趣
味
は
海
外
旅
行
、
ダ
イ
ビ

ン
グ
、
離
島
巡
り
、
献
血
、
デ
ィ

ズ
ニ
ー
、
ア
ニ
メ
、
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　
海
外
旅
行
は
、
ア
ジ
ア
は
タ

イ
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
、
モ

ン
ゴ
ル
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ベ
ト

ナ
ム
、
北
朝
鮮
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

ス
リ
ラ
ン
カ
に
、
中
東
は
ヨ
ル

ダ
ン
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
に
、

オ
セ
ア
ニ
ア
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ロ
シ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル

ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
セ

ル
ビ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ

ギ
リ
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
、
ア
フ
リ
カ
は

エ
チ
オ
ピ
ア
、
ケ
ニ
ア
、
タ
ン

ザ
ニ
ア
に
、
北
米
は
ア
メ
リ
カ

に
、中
南
米
は
パ
ナ
マ
、ペ
ル
ー
、

ボ
リ
ビ
ア
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
メ

キ
シ
コ
、
キ
ュ
ー
バ
、
バ
ハ
マ
、

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ
、
ブ

ラ
ジ
ル
、
ベ
リ
ー
ズ
、
グ
ア
テ

マ
ラ
に
、
と
38
か
国
に
渡
航
歴

が
あ
り
ま
す
。

　
ダ
イ
ビ
ン
グ
は
60
ダ
イ
ブ
程

度
の
中
級
者
で
す
。

　
献
血
は
1
0
0
回
以
上
行
っ

て
お
り
金
色
有
功
章
を
受
賞
し

て
い
ま
す
。

　
デ
ィ
ズ
ニ
ー
は
特
に
ア
ナ
と

雪
の
女
王
、
テ
ィ
ン
カ
ー
ベ
ル

が
好
き
で
、
全
パ
ー
ク
制
覇
し
、

ク
ル
ー
ズ
か
ら
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ

イ
、
劇
団
四
季
ま
で
幅
広
く
鑑

賞
し
て
い
ま
す
。

　
ア
ニ
メ
は
2
0
2
0
年
以
降

は
流
行
り
の
も
の
は
幅
広
く
観

て
い
ま
す
。
ゾ
ン
ビ
ラ
ン
ド
サ

ガ
、
進
撃
の
巨
人
、
転
生
し
た

ら
ス
ラ
イ
ム
だ
っ
た
件
、
5
等

分
の
花
嫁
、
文
豪
ス
ト
レ
イ

ド
ッ
グ
、
僕
の
ヒ
ー
ロ
ー
ア
カ

デ
ミ
ア
、
呪
術
廻
戦
、
俺
だ
け

レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
な
件
、
な
ど
が

特
に
好
き
で
す
。

●
研
修
先
に
つ
い
て

　
奈
良
医
大
の
感
染
症
内
科
に

入
局
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
木
曜

日
に
研
修
し
て
い
ま
す
。
感
染

症
内
科
と
し
て
の
業
務
の
勉
強

に
加
え
て
、
渡
航
外
来
や
ワ
ク

チ
ン
外
来
と
い
っ
た
、
主
に
元

気
な
成
人
を
対
象
と
し
た
ワ
ク

チ
ン
に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
ま

す
。

　
診
療
所
の
業
務
に
大
い
に
還

元
で
き
る
分
野
で
あ
り
、
ま
た

自
分
の
興
味
の
あ
る
分
野
で
も

あ
る
た
め
、
頑
張
っ
て
い
こ
う

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
興
味
を
持
っ
た
内
容
が
あ
れ

ば
ぜ
ひ
話
し
か
け
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

　
ま
だ
ま
だ
若
輩
者
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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女　性
面　積
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１９６（＋１）
274.22k㎡
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Ｐ６
Ｐ７

令和6年度下半期財政状況の公表…………
村の出来事……………………………………
スズメバチ等駆除費用の補助制度…………
特別弔慰金・年金だより……………………

Ｐ８・９
Ｐ10
Ｐ11
Ｐ12

お知らせ………………………………………
奈良健康情報ほか……………………………
診療所だより…………………………………
労働保険制度更新のご案内ほか……………

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

主な内容

5

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【6月2日】

・固定資産税 第1期

ご存じですか？
国民年金基金
　国民年金基金は、国民年金（老齢基礎年金）に上乗せする公
的な年金です。
　自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者で保
険料を納めている20歳以上60歳未満のかたが加入できます。
　また、60歳以上65歳未満の方や海外に居住して国民年金に
任意加入しているかたも加入できます。
　受け取る年金額は加入時に確定するので、将来の生活設計を
たてることができます。
　掛金は希望する年金の型・口数・年齢・性別で決まり、加入
後も変更できます。
　年末調整や確定申告の際、社会保険料として全額が所得から
控除され、受け取る年金にも公的年金等控除が適用されます。

事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内
事業主の皆様へ

労働保険年度更新のご案内

令和7年度 労働保険 (労災保険・雇用保険)の年度更新期間は、

6 月 2日（月）から 7月 10日（木）です。
期間中の申告・納付をお願いします。

電子申請の利用又は郵送による提出が可能です。

※令和 7 年 4 月 1 日付で、雇用保険率が改定されています
　ので、令和 7 年度概算保険料算定時はご注意ください。

奈良労働局総務部 労働保険徴収室
TEL 0742-32-0203

または、
管轄労働基準監督署・ハローワーク ( 公共職業安定所 )

全国国民年金基金　近畿支部
フリーダイヤル　0120－65－4192
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